
石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
分
課
の
分
掌
事
務
）

（
分
課
の
分
掌
事
務
）

第
五
条

本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

分

課

名

分

掌

事

務

分

課

名

分

掌

事

務

略

略

略

略

生
涯
学
習
課

１
〜
９

略

生
涯
学
習
課

１
〜
９

略

石
川
県
立
図
書
館
、
石
川
県
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

石
川
県
立
図
書
館
、
石
川
県
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

10

10

石
川
県
立
白
山
青
年
の
家
、
石
川
県
立
白
山
ろ
く
少
年
自

石
川
県
立
白
山
青
年
の
家
、
石
川
県
立
白
山
ろ
く
少
年
自

然
の
家
、
石
川
県
立
鹿
島
少
年
自
然
の
家
、
石
川
県
立
能

然
の
家
、
石
川
県
立
鹿
島
少
年
自
然
の
家
及
び
石
川
県
立

登
少
年
自
然
の
家
及
び
石
川
県
立
自
然
史
資
料
館
の
管
理

能
登
少
年
自
然
の
家

の
管
理

運
営
に
関
す
る
こ
と
。

運
営
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
財
課

略

文
化
財
課

略

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

１
〜

略

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

１
〜

略

10

10

食
育
の
推
進
及
び
学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

11

11

略

略

12

12

（
教
育
機
関
等
の
名
称
、
分
掌
事
務
等
）

（
教
育
機
関
等
の
名
称
、
分
掌
事
務
等
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略



一

図
書
館

一

図
書
館

内
部
組
織

名
称

位
置

分
掌
事
務

名
称

位
置

分
掌
事
務

課

係

石
川
県
立
図

金
沢
市
本
多

１

読
書
普
及
及
び
図
書
館
の
相
互
協
力
事
業
に
関
す

石
川
県
立
図

金
沢
市
本
多

総
務
課

庶
務
管
理
係

１

読
書
普
及
及
び
図

書
館

町
三
丁
目

る
こ
と
。

書
館

町
三
丁
目

書
館
の
相
互
協
力
事

２

資
料
の
収
集
・
整
理
及
び
閲
覧
・
貸
出
に
関
す
る

企
画
協
力
課

企
画
係
、

業
に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

協
力
連
絡
係

２

資
料
の
収
集
・
整

３

資
料
・
情
報
の
調
査
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

理
及
び
閲
覧
・
貸
出

４

県
史
料
の
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

閲
覧
課

一

般

資

料

に
関
す
る
こ
と
。

係
、

３

資
料
・
情
報
の
調

児
童
資
料
係

査
相
談
に
関
す
る
こ

と
。

調
査
相
談
課

調

査

資

料

４

県
史
料
の
編
さ
ん

係
、

に
関
す
る
こ
と
。

地
域
資
料
係

二

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

二

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

内
部
組
織

名
称

位
置

分
掌
事
務

名
称

位
置

分
掌
事
務

課

係

石
川
県
立
生

金
沢
市
広
坂

１

生
涯
学
習
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

石
川
県
立
生

金
沢
市
広
坂

総
務
課

庶
務
管
理
係

１

生
涯
学
習
事
業
に

涯
学
習
セ
ン

二
丁
目

２

社
会
教
育
事
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

涯
学
習
セ
ン

二
丁
目

関
す
る
こ
と
。

タ
ー

３

生
涯
学
習
・
社
会
教
育
の
研
修
等
に
関
す
る
こ

タ
ー

社
会
教
育
課

県
民
大
学
校

２

社
会
教
育
事
業
等

と
。

係

に
関
す
る
こ
と
。

４

視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
等
に
関
す
る
こ
と
。

３

生
涯
学
習
・
社
会

企
画
研
修
係

教
育
の
研
修
等
に
関



す
る
こ
と
。

学
習
情
報
課

情
報
管
理
係

４

視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
等
に
関
す
る
こ

情
報
研
修
係

と
。

三
〜
六

略

三
〜
六

略

七

自
然
史
資
料
館

名
称

位
置

分
掌
事
務

石
川
県
立
自

金
沢
市
銚
子
町

１

自
然
史
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
に
関
す

然
史
資
料
館

る
こ
と
。

２

自
然
史
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
普
及
に
関

す
る
こ
と
。

八

体
育
施
設
管
理
事
務
所

七

体
育
施
設
管
理
事
務
所

略

略

九

武
道
館

八

武
道
館

略

略

２
〜
４

略

２
〜
４

略



（
内
部
組
織
の
職
）

（
内
部
組
織
の
職
）

第
十
四
条

略

第
十
四
条

略

職

教
育
機
関
等

職

務

職

教
育
機
関
等

職

務

館
長

図
書
館

教
育
長
の
命
を
受
け
、
教
育
機
関
等
の
事

館
長

図
書
館

教
育
長
の
命
を
受
け
、
教
育
機
関
等
の
事

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す

自
然
史
資
料
館

る
。

る
。

武
道
館

武
道
館

所
長

略

所
長

略

略

略

略

略

略

略

２

略

２

略

職

教
育
機
関
等

職

務

職

教
育
機
関
等

職

務

副
館
長

図
書
館

館
長
を
補
佐
す
る
。

副
館
長

図
書
館

館
長
を
補
佐
す
る
。

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

自
然
史
資
料
館

武
道
館

武
道
館

次
長

略

次
長

略

略

略

略

略

略

略



３

略

３

略

職

職

務

職

職

務

参
事

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

参
事

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

担
当
課
長

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
事
務
を
処
理
す
る
。

主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
事
務
を
処
理
す
る
。

主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
事
務
を
処
理
す
る
。

(

室
の
設
置
等)

(

室
の
設
置
等)

第
十
五
条

略

第
十
五
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
室
に
室
長
、
室
次
長
及
び
そ
の
他
必
要
な
職
を

３

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
室
に
室
長
そ
の
他
必
要
な
職
を
置
く
こ
と
が
で

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
室
の
室
長
及
び
室
次
長
は
教
育
委
員
会
が
発
令

４

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
室
の
職
員
は
、
教
育
長
が
発
令
す
る
。

し
、
そ
の
他
の
職
員
は
教
育
長
が
発
令
す
る
。


